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検討の背景・目的
1.土地取引にかかる環境の変化

事業者の吸収・合併、事業再編、ＲＥＩＴをはじめとする投資ファンド、工場跡地の開発や土地
の再開発が活発化。

土壌汚染対策法施行以降、土地取引等の際に、法の枠外でも条例や自主的な汚染状況調査や対策
が実施されてきている。

2.土壌汚染問題が事業活動の不確定要素化

‒土壌汚染が土地費用の価値（浄化費用＋スティグマ）の低下をもたらす。

‒費用負担等の理由により汚染土壌の再利用等が行われない可能性の指摘。

‒土地の所有者や取引の当事者、また投資家や金融機関などの第３者にとって、事業活動や投資活
動における不確定要素となっている。

3.土壌汚染対策問題の解決の方向性の検討

(1)基本的考え方

土壌汚染に関しては、条例に基づく調査・対策（対策等）や自主的な対策等が進んでいると
いう事実を踏まえ、民間で進められている土壌汚染対策等をより効果的に進めるための課題と
方向性を検討。

(2)検討の概要

土地取引等に関わる主体毎の土壌汚染に対する課題を、①調査・改善措置、②土地取引、③
リスク軽減の視点から整理。

次に、①主体毎に民間主導による自主手的な土壌汚染調査・対策の取り組みの推進方策、②
操業・廃業・土地取引などの場面に応じた土壌汚染対策の推進、③土壌汚染に係るリスクの可
視化・分担・軽減につき、短期的な課題と長期的な課題に整理。



１．土壌汚染を巡る問題意識

(1) 土地取引等の阻害要因となる土壌汚染
→過剰な改善措置の実施や、土地の売買ができないケー
スが散見される。

• 我が国の土壌汚染対策の大部分は自主的な対策
• 土地開発者、投資家、金融機関等が土壌汚染リスクに敏感化

→土壌汚染リスクを抱えたまま取引が行われる
• 責任分担が不明確
• 保険等経済的負担リスクが未発達

(2)土壌汚染対策の先送りによる事業活動、地域環境
への影響
– 流動性の低い土地
– 対策費用の負担力の無い所有者の土地は深刻
→調査や対策が行われずに放置される可能性有り国際

会計基準による環境債務の認識は一部の事業者

理由：土壌汚染対策費用、企業イメージの低下



２．様々な要因が複雑に絡みあう土壌汚染問題

① 調査
• 自主取引で一般的に行われている蓋然性調査（フェーズⅠ調査）
の手法が不統一

• 調査品質もバラバラ

→土壌汚染に関する情報や履歴は共有されていない

② 取引
• 土壌汚染リスクの把握や確定が困難→過剰改善

• 売主・買主のリスク分担を適正に行うことが困難

• 土壌汚染発覚による企業イメージ低下等により、投資家、金融機
関、地域住民に知れることにより、資金調達や事業活動などの支
障がでる懸念。

③ リスク管理
• 保険など第３者がリスク分担をする仕組みが不十分
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３－１．調査・改善措置にかかる課題

（１）土壌汚染調査の信頼性の向上
①フェーズⅠ調査手法の標準化

• 日本では土対法でフェーズⅡ調査が規定。
→ＢＥＬＣＡ（社団法人建築・設備維持保全推進協会）のガイドライン（１９年４月）の普及の支援

• 米国ではフェーズⅠ調査が法律で規定。
②調査結果の品質確保、向上

• 調査機関・調査員の能力確保
• 調査責任の付与
• 第３者による評価、認証

（２）フェーズⅠ調査に関わる基礎データの提供
必要なデータ（住宅地図、航空写真、ＰＲＴＲ等）が各所に散在し、個別に要求する必要
があることから、調査に時間とコストがかかる。
→米国では、情報インフラが整備

（３）操業中に調査・改善するインセンティブの付与
費用負担、企業イメージ低下等土壌汚染の調査に対するディスインセンティブ
の方が大きい。→インセンティブの付与が必要。

（４）掘削除去以外の改善措置の普及促進
①掘削除去以外の改善措置に関する情報提供
②掘削除去以外の改善措置に関するリスク移転
→将来の取引時における改善費用の第三者への移転



（１）個別性が強い土壌汚染対策費用リスク

事前に対策費用が推定困難であり、当初予想できなかった追加的費用等
の分担等が個々の取引により異なる。

（２）当事者間における適正なリスク分担
①無過失の買い主がリスクを引き取らなければならない現状
②関係者での情報の偏在による土壌汚染対策の判断の難しさ
③取引後に汚染が発覚した場合の紛争化の恐れ

（３）改善措置費用の負担が課題になった場合の土地取引の停滞

ネットバリュー（土地の時価ー改善措置費用）がマイナスの場合、土地取引が
停滞する可能性有り。
→制度的・経済的支援措置が必要。

（４）環境専門家・不動産鑑定士・宅地建物取引業者間の責任、役割の分担

土地価格算定における土壌汚染リスクの算出における、環境専門家の役割
分担と法的責任を整理することが必要。

３－２．土地取引時にかかる課題



（１）適正なリスク分担が困難な現状
我が国では、第３者が土壌汚染リスクを引き受ける機能
が十分には発達していない。

（２）我が国で普及していない保険市場の活性化
①市場規模と費用のジレンマからの脱出

以下の課題が関連しあい、保険料が割高で市場規模が
拡大しないという悪循環。

• 保険購入費用が高価

• 調査の信頼性の課題

• 保険の認知度が低い

②保険市場普及のための支援方策
• 保険商品の認知拡大（メリット、商品の紹介）
• 定型化商品を開発し、一定規模の市場の確保による割安な商品
提供 他

３－３．リスク分担にかかる課題



（１）調査・改善措置に関する情報の一元化
各省庁、地方自治体で管理されている情報の一元化等、情報源の
一元化

（２）会計制度における環境債務の認識向上
企業会計基準委員会に資産除去専門委員会が発足し、土壌汚染の改善
措置費用が財務諸表上明確化の方向で検討中。
→汚染浄化が促進、一方で土壌汚染地の需要が少なくなる懸念あり。

（３）担保評価における土壌汚染の取扱
土壌汚染の改善措置費用等を定量化し、担保評価に反映させるため、
汚染に関し調査会社に委託。
→調査手法が会社毎に異なり、当該担保評価も異なる。

（４）税制における土壌汚染の取扱
相続税と固定資産税による、土壌汚染地の扱いが異なる。
固定資産税：汚染土壌による利用の制約等による減価を考慮
相 続 税：浄化・改善費用、使用収益制限によ減価、心理的要因によ

る減価を考慮

３－４．制度インフラの整備



（１）土壌汚染対策のあり方
① 民間主導による自主的取り組みの促進

• 行政は、当事者が自主的な調査・改善措置を円滑に進められるよう、情報
インフラやガイドライン等を整備すること。

• また、普及、啓発活動、税制、会計制度等を通じ、自主的取り組みを促すこ
と。 等

② 操業・廃業・土地取引など場面に応じた調査改善措置の推進
• 事業者は、操業中からの土壌汚染調査・対策の実施の促進が望ましい。
• そのためにも、啓蒙活動、環境債務認識の徹底等が必要。

③ 土壌汚染に係るリスクの可視化・分担・低減の促進
• 当事者間での将来発生するリスク分担を取り決め、引き継ぐこと。
• ファンド、保険等による第３者によるリスク分担の充実。

（２）土壌汚染対策の基本的な目標と課題
① 適切な土壌汚染対策の普及促進

• 調査に関わる品質確保及び標準化
• 適切な改善措置の推進

② 土壌汚染地の流動化
• 円滑な土地取引のための基準、役割の明確化
• 当事者のリスク及び経済的負担の軽減
• 制度的インフラの整備

４．土壌汚染対策の基本的方向



５．具体的な対策

課題と
施策

中長期的取組み（５～１０年を目安）
様々な社会制度やビジネスとの連携を図り、社会全体で土壌汚染
リスクを回避すること

短期的取組み（２～３年を目安）

土壌汚染に関わる情報を普及させ、必要最低限のレベルを確保すること

目標

課題と
施策

中長期的取組み（５～１０年を目安）
様々な社会制度やビジネスとの連携を図り、社会全体で土壌汚染
リスクを回避すること

短期的取組み（２～３年を目安）

土壌汚染に関わる情報を普及させ、必要最低限のレベルを確保すること

目標

１）調査に関わる品質の確保

１）調査・改善措置のレベル向上

２）適切な改善措置の推進

３）当事者リスクの適正な分担 ２）当事者リスクの適正な分担

４）当事者のリスク・経済的負担の軽減 ３）当事者のリスク・経済的負担の軽減

５）制度的インフラの整備 ４）制度的インフラの充実

①フェーズⅠ調査の標準化

②土壌汚染調査の品質確保

③土壌汚染調査に関わる基礎情報インフラの整備

①適切な改善措置事例の周知

②操業中の事前対策の促進

③改善措置への経済的支援

①土壌汚染の蓋然性判断の標準化

②関係者間の責任所在の明確化

③過去の調査履歴の情報提供

④土壌汚染調査の品質確保（再掲）

①低利融資制度の弾力的運用 ④保険の活用

②税制度の見直し ⑤基金の活用

③土壌汚染地再生ファンド（仮称）の創設

①相談窓口などによる行政対応の拡充

②会計制度での取り扱い

③税制度での取り扱い ④法制度での取り扱い

①調査・改善措置の制度的な連携

②民間認証の導入・普及

③保険制度・ＲＥＩＴ等との連携

①土壌汚染の蓋然性判断の向上

②過去の調査・改善措置等に関する履歴情報の提供

①保険制度のさらなる活用

②VCPなど新たな手法の探求

③土壌対策の公的支援制度の構築

①行政対応の均一化

②土壌関連情報の管理・提供

③利用目的に応じたリスク評価システムの相互連携


